
第1 基本方針

社会福祉法人は、社会福祉事業の中心的な担い手として税制上の優遇措置や補助金等を受ける

公益性の高い法人である。

社会福祉法人が今後も福祉の重要な担い手として地域住民の期待に応える存在であり続けられ

るように、本年度は、歌の事項を指導監査の基本方針として定める。

1 経営組織のガバナンス強化

2 事業運営の透明性の向上

3 財務規律の強化

令和7年度社会福祉法人の指導監査方針

第2 重点指導事項

基本方針に基づく指導監査を効果的かつ効率的に実施するため、重点指導事項を以下のとおり

定める。

1 法人運営

①評議員・役員の要件を満たす者が適正な手続きにより選任されていること。

(2)評議員会・理事会の招集が適正に行われていること。

(3)評議員会,理事会の決議が適正に行われていること。

④法令又は定款に定めるところにより、理事長等が職務の執行状況について、理事会に毅告

をしていること。

(5)評議員等の報酬等の額及ぴ支給基準が法令に定めるところにより定められていること。

2 事業

a)定款に従って事業を実施していること。

②「地域における公益的な瓣且」を実施していること。

3 管理

a).経理規程を制定し、経理規程に定める手続が行われていること。

②予算の執行及び資金等の管理に関する体制が整備されていること。

(3)計算関係書類及び財産目録が法令に基づき適正に作成されていること。

(4)契約等が適正に行われていること。

⑤利用者預り金等が適切に管理されていること。

(の法令に定める情報の公表を行っていること。

(フ)福祉サー甘スの質の評価を行い、サービスの質の向上を図るための措置を講じているごと。

(8)福祉サー甘スに関する苦情解決の仕組みへの嚇且が行われていること。

(9)法人が登記しなけれぱならない事項について期限までに登記がなされていること。

Qの受託している団体会計が適切に管理されていること。
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1 法人運営

ω評議員・役員の要件を
満たす者が適正な手続き
により選任されているこ
と。

重点指導事項,項目

令和7年度社会福祉法人指導監査主眼事項

1 欠格事由に該当tる者が選任されていないことについて、法人に船いて確認され
ていること。

2 当該法人の各評議員、各役員と特殊の関係にある者が選任されていないことにつ
いて、法人において確認されていること。

②評議員会・理事会の招
集が適正に行われている
こ巴。

3 暴力団員等の反社会的勢力の者が選任されていないことについて、法人に給いて
確認されていること。

4 評議員会に提出された監事の迦任に関する議案は監事の過半数の同意を得ている
こと。

主眼事項・着眼点

5 監事には社会福祉事業にっいて誠見を有する者及ぴ財務管理について識見を有す
る者が含まれているこ巴。

1 評議員会の招集通知に記載しなければならない事項は理事会の決議によ0ている
こと。

③評議員会・理事会の決
議が適正に行われている
こと。

2 評議員会・理事会の1週間前(又は定欺に定めた期問)までに通知がなされてい
ること.

3 評議員会・理帯会の招集通知が省賂された場合に、全員の同意があったことが客
観的に確認できること。

4 定時評議員会の招集の通知に際し、理事会の承認を受けた計算書類等が添付され
ていること。

1 決議に特別の利害関係を有ナる評議員・理事が加わっていないかを法人が確認し
ていること。

2 評議員会・理事会の議決が必要な事項について、決議が行われていること。

3 評議員会の決議が省略された場合に、評議員全員の同意があウたことが客概的に
確認できること。

④法令又は定款に定める
ところにより、理事長等
が職務の執行状況につい
て、理事会に報告をして
いるこ巴。

4 理事会の決議が鵠略された揚合に、定款に規定があり、理事全員の同意及ぴ監事
全員の異議のない旨が客観的に確認できること。

5 理事への委任範囲が理事会において明確に定められていること。

6 理事長専決(委任)の範囲を超える契約等、理事会決議が必要な事項について、
決議が行われているごと。

⑤評議員等の報酬等の額
が法令に定めるところに
より定められているこ
と。

1 実際に開催された理事会に粘いて、必要な回数以上毅告がされていること。

1

評議員の報酬等の額が定款で定められているとと。

理事の報酬等の額が定款又は評機員会の決議によって定められていること。

監事の報酬等が定款又は評議員会の決儀によって定められていること。

2
3

4 役員及ぴ評講員に対する報酬等の支給基準を定め、評議員会の承認を受けている
こと。
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2 事業
①定款に従って寓業を実

施していること。

②「地域に粘ける公益的
な取組」を積極的に実施
していること。

3 管理

ω経理規程を制定し、経
理規程に定める手続が行
われていること。

定款に定めている事業が実施されていること。

定款に定めていない事業カミ実施されていないこと。

社会福祉法人に対する地域住民の福祉儒要を把握していること。

地城住民の福祉需要に対応した公益的な取組を実施していること。

②予算の執行及ぴ資企等
の管理に関,'る体制が整
備されていること.

2
2

1 経理規程の内容が法令叉は通知に反しないこと。

2 経理規程及ぴその細則等に定めるところにより事務処理が行われていること。

1 補正予算の編成が必要と認められる、軽微な範囲とは言えない詑哉について、補
正予算が編成されていること。

2 予算の流用、予備費の使用が経理規程等に従い適時に行われていること。

3 管理運用体制に関tる経理規程等に定める手続がなされていること。

4 業務分担が内部牽制に配意した体制となっていること。

1 計算関係嘗類及ぴ財産目録が会計基準に則して作成されているこ巴。

2 仮払金、借受金、前払費用、未収金、未払金等が適正に執行されていること。

⑨計算関係書類及ぴ財産
目録が法令に基づき適正
に作成されていること。

④利用者預り金等が適正
に管理されていること。

佑)裁令に定める情報の公
表を行っていること。

⑥福祉サービスの質の評
価を行い、サービスの質
の向上を図るための措置
を講じていること。

1 預り金等管理規程が定められ、取扱いが確立されていること。

2 預金通帳及ぴ印鑑の管理並びに預り金等の入出金手続きについては内部牽制機能
が確保されていること。

⑦福祉サービスに関する
苦情解決の仕組みへの取
組が行われていること。

1 法令に定める事項について、イソターネットを利用して公表していること。

⑧法人が登記しなければ
ならない事項について期
限までに登記がなされて
いること。

1 福祉サービス第三者評価事業による第三者評価の受密等の福祉サービスの質の評
価を行い、サーぜスの質の向上を図るための措置を講じていること。

⑨契舶等が適正に行われ
ていること,

福祉サービスに関する苦情解決の仕組みへの取組が行われていること。

1 登記事項(資産の総額を除く)について変更が生じた揚合、 2週間以内に変更登
記をしていること。

⑩受託している団体会計
が適切に管理されている
こと。

2 資産の総額について、会計年度終了後3ケ月以内に変更登記をしていること。

法人印及ぴ代表者印の管理が十分に行われていること。

随意契約を行っている場合、一般的な基準に照らし適当に実施されていること。

2

1 団体会計の預金通帳及ぴ印崖の管理並びに入出金手続きについて、内部牽制機能
が確保されているごと。
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